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需給契約条件 －1－ 

１ 対象のお客さま 

この需給契約条件[高圧・特別高圧]（以下「この契約条件」といいま

す。）は，当社が別に定める電気供給条件[高圧・特別高圧]（以下「供給

条件」といいます。）の常時供給電力の適用範囲に該当するお客さまで，

電灯もしくは小型機器を使用し，または電灯もしくは小型機器と動力とを

あわせて使用され，次の地域を供給区域とする一般送配電事業者が定める

託送供給等約款の特別高圧標準接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別

接続送電サービスの対象となるお客さまを対象といたします。 

栃木県，群馬県，茨城県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県

および静岡県（富士川以東） 

 

２ 季 節 区 分 

季節区分は，次のとおりといたします。 

 夏     季 

 毎年７月１日から９月30日までの期間をいいます。 

 そ の 他 季 

 毎年10月１日から翌年の６月30日までの期間をいいます。 

 

３ そ  の  他 

 この契約条件の内容は，法令等にもとづき開示が求められる場合を除

き，お客さまによる第三者への開示ができないものといたします。 

 この契約条件に定めのない事項については，供給条件によるものとい

たします。 



需給契約条件 －2－ 

附        則 

 

 

（この契約条件の実施期日） 

この契約条件は，令和元年10月１日から実施いたします。 

 



需給契約条件 －3－ 

料    金    表 

 

 

【基本料金および電力量料金】 

基本料金および電力量料金は以下のとおりといたします。 

 

１ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約電力１キロワットにつき １,６０６円００銭 

 

２ 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定することとし，夏季

に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量にはそ

の他季料金をそれぞれ適用いたします。 

 

 夏 季 料 金 その他季料金 

１キロワット時につき １５円６５銭 １４円６９銭 

 

３ 特 別 割 引 

基本料金および電力量料金の総和に対して，当社が送付する電力需給契

約成立のお知らせに記載の特別割引率を適用いたします。 

 

 

 

 



需給契約条件 －4－ 

【臨 時 精 算 単 価】 

基本料金および電力量料金は以下のとおりといたします。 

 

１ 基 本 料 金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。 

 

契約電力１キロワットにつき １,９２７円２０銭 

 

２ 電 力 量 料 金 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定することとし，夏季

に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量にはそ

の他季料金をそれぞれ適用いたします。 

 

 夏 季 料 金 その他季料金 

１キロワット時につき １７円８０銭 １６円６３銭 

 

 

 



需給契約条件 －5－ 

【燃 料 費 調 整】 

燃料費調整の取扱いは以下のとおりといたします。 

 

１ 燃料費調整額の算定 

 平 均 燃 料 価 格        

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入

品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。 

なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円の

位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均

原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然

ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお，各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均

原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの

平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数は，小数点以下第１位で四

捨五入いたします。 

 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，燃料費調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，小数点以下

第１位で四捨五入いたします。 



需給契約条件 －6－ 

イ １キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合 

     ＝（44,200円－平均燃料価格）×――――――――― 

ロ １キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合 

     ＝（平均燃料価格－44,200円）×――――――――― 

 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調

整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期

間に使用される電気に適用いたします。 

なお，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，

次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃 料 費 
調整単価 

２の基準単価 
1,000 

燃 料 費 
調整単価 

２の基準単価 
1,000 



需給契約条件 －7－ 

平均燃料価格算定期間 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間 

毎 年 １ 月 １ 日 か ら 
３月 3 1日までの期間 

その年の６月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ２ 月 １ 日 か ら 
４月 3 0日までの期間 

その年の７月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ３ 月 １ 日 か ら 
５月 3 1日までの期間 

その年の８月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 
６月 3 0日までの期間 

その年の９月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ５ 月 １ 日 か ら 
７月 3 1日までの期間 

その年の10月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ６ 月 １ 日 か ら 
８月 3 1日までの期間 

その年の11月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ７ 月 １ 日 か ら 
９月 3 0日までの期間 

その年の12月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ８ 月 １ 日 か ら 
10月 31日までの期間 

翌年の１月の料金に係る計量期間等 

毎 年 ９ 月 １ 日 か ら 
11月 30日までの期間 

翌年の２月の料金に係る計量期間等 

毎 年 1 0 月 １ 日 か ら 
12月 31日までの期間 

翌年の３月の料金に係る計量期間等 

毎 年 1 1 月 １ 日 か ら 
翌年の１月 3 1日まで 
の期間 

翌年の４月の料金に係る計量期間等 

毎 年 1 2 月 １ 日 か ら 
翌年の２月 2 8日まで 
の期間（翌年が閏年 
となる場合は，翌年 
の２月29日までの期間） 

翌年の５月の料金に係る計量期間等 

 

 燃 料 費 調 整 額        

燃料費調整額は，その１月の使用電力量に によって算定された燃料

費調整単価を適用して算定いたします。 

 

２ 基 準 単 価 

基準単価は，平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし，次のとお

りといたします。 

 

１キロワット時につき ２２銭１厘 



需給契約条件 －8－ 

３ 燃料費調整額の差引きまたは加算 

電力量料金は，１ によって算定された平均燃料価格が44,200円を下回

る場合は，１ によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，

１ によって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は，１ に

よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

 

４ 燃料費調整単価等のお知らせ 

当社は，１ の各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たり

の平均原油価格，１トン当たりの平均液化天然ガス価格，１トン当たりの

平均石炭価格および１ によって算定された燃料費調整単価を当社の定め

る方法により，お客さまにお知らせいたします。 



需給契約条件 －9－ 

【消費税法の改正にともなう経過措置】 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律（平成28年11月28日

法律第85号）第１条の規定により読み替えて適用される消費税法附則（平成

24年８月22日法律第68号）第５条第２項の適用を受ける，令和元年９月30日

以前から需給契約が継続し，令和元年10月１日から令和元年10月31日までの

間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金（令和元年10月１日以降初め

て当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月１日以降である料

金については，当該確定した料金のうち，消費税法施行令の一部を改正する

政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358号〕第１条の規

定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26年９月30日政令

第317号〕第４条第３項で定める部分に限ります。）の算定における料金率

および基準単価については，この契約条件によらず，平成30年６月１日実施

の契約条件によります。 

 

 

 


